
 

 

障害学生支援申請書（合理的配慮）について 

 

 

 

 

①支援申請につ
いての事前相談

•障害学生支援申請書提出に関する事前の相談を実施

•合理的配慮内容について検討

•根拠資料（診断書・障害者手帳等）及び同意書の準備

②支援の申請

•「障害学生支援申請書」を障害学生支援センターに提出

•合理的配慮内容について審議

•承認の場合、申請書を各部局もしくは共通教育センター
へ提出

③（「配慮願
い」の送付）

•学生本人が希望する場合、障害学生支援センターから配
慮事項を記した「配慮願い」を授業担当教員へ送付

④（支援会議）

•申請内容に応じて、学生本人及び授業担当教員もしくは
所属部局・教育センターと障害学生支援センター、保健
管理センターが支援会議を実施することができる

⑤支援の実施

•「障害学生支援申請書」等の内容に基づき合理的配慮の
提供

⑥支援の内容と評
価に関する面談

•合理的配慮の提供について確認するために、2週後以降
を目途にモニタリングを実施

•次期以降の修学支援に活かすため、半期毎に障害学生支
援センターと学生との個別面談を実施


